
                            資料６ 

第 ３ 回 調 布 市 子 ど も 発 達 セ ン タ ー 通 園 事 業 運 営 事 業 者 選 定  

プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会  議 事 録 等  

 

開 催 日  平 成 2１年 ７ 月 ２ ２ 日 （ 水 ）  

時  間  午 後 １ 時 半 ～ ３ 時 半  

場  所  た づ く り 西 館 ３ 階 会 議 室  

 

１ 選定委員会委員の出欠席の確認 

委員 8 人の過半数を満たし，委員会が成立 

 
(1) 出席委員 ８人 

Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 Ｅ委員 Ｆ委員 Ｇ委員 Ｈ委員 

    （委員長・副委員長含む） 

 
(  な

( 全

(  

2) 欠席委員 し 

 

２  議 題   

1)  第 ２ 回 委 員 会 議 事 録 の 確 認  委 員 了 承  

 
(2) 確 認事項 事業者選定に当たっての最低基準について 

 
 (3)  プレゼンテーションと質疑応答 

 

 (4)  各委員による企画提案書等の総合的な評価 

 

 (5)  各委員評価結果の集計について 

 

 (6)  調布市子ども発達センター通園事業運営事業者候補の決定について 

 

 (7)  その他 

  

３  配 付 資 料  
1) 第２回委員会議事録（案） 

(2)  評価書（各委員評価用） 
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４   議事 要 旨  

(1) 第２回議事録及び事業者選定に当たっての最低基準について 

委 員 内           容 

委員長 

 

 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

第 ３ 回 調 布 市 子 ど も 発 達 セ ン タ ー 通 園 事 業 運 営 事 業 者 選 定  

プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 委 員 会 を開催します。 

次第１「第２回委員会議事録の確認について」を議題とします。 

御異議ありませんか。 

 

全委員了承となる。 

 

次第２「事業者選定に当たっての最低基準について」を議題とします。

 

事業者選定に当たっての最低基準につきましては，実施要領第８「候補

者決定方法」の第３号において，「上位の事業者の選定に当たっては，最

低基準を設け，基準を満たさない場合には運営事業者候補として選定し

ないものとする」とあります。 

これに基づき，本委員会におきましては１事業者の選定ではありますが，

最低基準を満たさない場合には，運営事業者候補として選定しないもの

とします。 

保育園及び学童クラブ選定などの最低基準について，最低基準は３点と

しておりますので，これに準じ，本委員会におきましても各審査項目の

最低基準を３点として（１０点の場合は６点），合計点の最低基準を６３

点とすることを提案いたします。 

なお，視察を欠席した委員の方につきましては，「２ 現地確認」につい

て，審査項目から割愛させていただき，併せて最低基準の合計点を５７

点といたしたいのですが，いかがでしょうか。 

 

御異議ありませんか。 

 

全委員了承となる。 

 

それでは，事務局の提案のとおり，最低基準の設定を採用します。 

 

 

(2) プレゼンテーションと質疑応答 

委 員 内           容 

委員長 

 

事務局 

 

 

それでは，次第３「プレゼンテーションと質疑応答」を議題とします。

 

プレゼンテーションについては概ね３０分，質疑応答につきましては概

ね３０分を予定しています。 
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事業者 

 

 

委員長 

 

Ｇ委員 

 

 

 

事業者 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

事業者よりプレゼンテーション 

 

 

何かご質問はございますか？ 

 

通園事業は何人まで受入れが可能なのですか？あゆみ学園では待機の

人数が多くなっていますが，例えば定員の倍の子どもが希望したらどう

なるのか？ 

 

５０人定員ということで伺っており，運営基準を基に提案している。定

員を超えてしまう事態になった場合，市の判断になると思います。 

 

プレゼンテーションで，事業者が運営している施設に畑があると説明が

あったが，もしそのような施設との連携などを想定しているようであれ

ば，お聞かせ願いたい。 

 

子ども達にも収穫のうれしさや満足感を得られることを，保育の一環と

したいと考えている。発達センター（以下，「センター」という。）の周

りは自然豊かな所なので，周囲の施設を利用しながら，のびのびと遊べ

ると考えている。 

 

事業者は，これまで成人の障害者の支援を続けてきているが，その経験

を児童の分野で活かせる部分があるか。 

 

児童の施設も持っているが，その立ち上げの際，職員が障害のある子ど

もをそのまま受容できる体勢が整っていたと感じている。そのような対

応ができる職員集団を作り，心ある支援が可能であると考えている。利

用者と共に生きていこうという気持ちで，施設を運営しているので，セ

ンターでもそのように取り組みたい。 

 

①交流保育はする予定ですか？ 

②最大１７時までの延長保育を行うのですか？ 

③お弁当を持参できない子どもには，仕出し弁当等を出すとのことだ

が，どのようにするのですか？ 

④休日の療育も行うということですが，どのように行うのですか？ 

 

①地域との交流は必要だと考えているので，交流保育は提供できると考

えている。 

②延長保育は，きょうだい支援にもつながり，保護者に安心を提供でき

るものと考えている。 

③子どものメニューを扱っている給食業者と連携すれば提供できると
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Ｆ委員 

 

 

事業者 

 

 

Ｅ委員 

 

 

事業者 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

事業者 

考えている。 

④基本的にはあゆみ学園の事業を踏襲するが，１つ１つの事業について

は今後検討していきたい。休日の療育については，父親の参加を求め，

一緒に子育てする機会・場の提供となるようにしたい。宿泊療育もむ

しろ積極的に実施したい。どんな事業の実施に関しても，安全確保を

どうするか，しっかり検討してから行いたい。  

 

延長保育や休日療育に関しては，課題療育における長時間の療育とは別

のものと考えてよいのですか？ 

 

別のものと考えている。課題療育の長時間療育は，あくまでも保護者の

リフレッシュのための家庭への支援事業です。 

 

畑で収穫したものを食べるという話しがあったが，摂食指導等は行う

か？ 

 

非常勤の栄養士による，摂食指導を考えている。食べることは，食育の

観点からも，とても大切なことであると考えている。 

 

積極的な意欲を感じるが，土日祝日・年末年始以外は事業を展開すると

なると，子ども達の状況や事業内容等について，検討する時間を確保で

きるか懸念されるが？ 

 

極力時間内で，日常療育に支障ない限り，事業展開したい。時間外にな

ってしまう場合等も想定されるが，予算のこともあり，市と協議してい

く内容と考えている。しかし，情報共有化の時間は確保したいと考えて

いる。ただし，夏の期間は，暑い時期の療育が望ましくないケースもあ

ると思うので，自宅での療育も可能ではないかと考えている。 

 

 
(3) 各委員による企画提案書等の総合的な評価及び評価結果の集計について 

委 員 内           容 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

それでは，次第４「各委員による企画提案書等の総合的な評価」を議題

とします。 

 

各委員評価 

 

評価結果の集計 

 

それでは，第３回委員会を再開します。 

事務局より，次第５「各委員評価結果の集計について」，報告をお願い
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事務局 

 

 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

全委員 

 

委員長 

します。 

 

各委員評価結果の集計についてご報告いたします。 

A 委員９９点，B 委員７６点，C 委員７３点，D 委員７８点，E 委員

９４点，F 委員８９点，G 委員５８点，H 委員９８点，合計で６６５点

でした。 

 

それでは，次第６「調布市子ども発達センター通園事業運営事業者候補

の決定」について，事務局からお願いします。 

 

委員の皆様の評価結果に基づいて調布市子ども発達センター通園事業

運営事業者候補を決定するに当たり，御報告しましたとおり，「社会福

祉法人調布市社会福祉事業団」の各委員評価結果の集計につきまして

は，どの委員も最低基準を上回っていました。また，総合計６６５点に

つきましても，最低基準６３点の委員が７人，５７点の委員が１人です

ので，最低基準合計では，４９８点です。 

よって，最低基準を満たしています。 

 

委員の方々の総合評価が，最低基準を上回っておりますので，｢社会福

祉法人 調布市社会福祉事業団｣を「調布市子ども発達センター通園事

業運営事業者候補」として決定してよろしいでしょうか。 

 

全委員了承 

 

それでは，委員の方々の総意を持って,「社会福祉法人 調布市社会福

祉事業団｣を「調布市子ども発達センター通園事業運営事業者候補」と

して決定いたします。 

さて，選定委員として皆様に御出席いただくのは今回が最後となりま

す。委員会の今後の流れといたしましては，本日の選定結果を報告書に

まとめまして，調布市長へ報告したいと存じます。 

 本委員会の目的は，調布市子ども発達センター通園事業運営事業者候

補を選定し，調布市長へ報告することですので，調布市長へ報告書を提

出したときをもって委員会の目的を達したものとし，調布市子ども発達

センター通園事業運営事業者選定プロポーザル審査委員会要領第４に

基づき，任期満了にともない解散といたします。 

 

 

(4) その他 

委 員 内           容 

委員長 

 

次第７「その他」について，事務局からお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

１点目に，議事録についてですが，本日御了承いただきました，第２回

委員会議事録につきましては，委員の皆様に後日郵送いたします。また，

第３回委員会議事録についてですが，本委員会は本日をもって終了いた

しますので，本委員会議事録（案）についても，併せて送付させていた

だき，御意見がなければそれを議事録とさせていただきます。 

２点目に，本委員会の報告書案についてですが，委員長から報告書を頂

戴したうえで，市長への報告をあげますが，案の段階で皆様に送付させ

ていただきますので，御意見等がありましたら事務局まで御連絡くださ

い。 

 

それでは，最後に委員の皆様から一言ずつお願いできますでしょうか。

 

各委員あいさつ 
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